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トリール大司教領国における城塞と領域政策(－）

（
１
）

中
世
の
城
塞
は
村
落
や
都
市
と
並
ぶ
第
一
二
の
定
住
形
態
で
あ
り
、
教
会
と
共
に
中
世
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
中
世
を
古
代
と

（
２
）

近
代
か
ら
鋭
く
区
別
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
定
住
地
の
量
的
展
開
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
Ｃ
・
テ
ィ
ル
マ
ン
０
．
９
－
－
－
ｐ
〕
四
目
の

（
３
）

『
ド
イ
ツ
の
城
塞
と
城
館
の
百
科
事
典
』
は
一
九
、
○
○
○
の
城
塞
を
収
載
し
、
父
ど
ら
に
中
世
ド
イ
ツ
語
圏
の
城
塞
の
数
を
Ｈ
・
ク

（
三
）
経
過
（
以
上
本
号
）

四
第
二
次
シ
ュ
ミ
ッ
ト
プ
ル
ガ
ー
・
フ
ェ
ー
デ

五
第
三
次
シ
ュ
ミ
ッ
ト
プ
ル
ガ
ー
・
フ
ェ
ー
デ

六
結
語

二
大
司
教
パ
ル
ド
ゥ
イ
ン
と
文
轡
主
義

三
第
一
次
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ブ
ル
ガ
ー
・
フ

内
容

〈
）

（
）

（
一一

）

第
一
次
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ブ
ル
ガ
ー
・
フ
ェ
ー
デ

序
序

ト
リ
ー
ル
大
司
教
領
国
に
お
け
る
城
塞
と
領
域
政
策
（
二

前
史

経
過

は
じ
め
に

桜
井
利
夫
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ン
ス
ト
マ
ン
西
・
尻
目
⑩
【
日
口
目
は
一
一
五
、
○
○
○
、
Ｈ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
フ
ゼ
ス
函
・
更
［
・
ぐ
○
ロ
シ
ロ
厨
（
出
、
と
Ｈ
・
プ
レ
テ
イ

ヒ
ァ
国
国
の
ご
ｎ
ｇ
は
約
一
○
、
○
○
○
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
斑
。
日
本
に
お
け
る
城
塞
史
研
究
は
野
崎
直
治
氏
を
も
っ
て
塙
矢
と

す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
は
中
世
ド
イ
ツ
語
圏
の
城
塞
の
数
を
約
一
○
、
○
○
○
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
・
こ

（
５
）

の
よ
う
に
、
中
世
ド
イ
ツ
語
圏
に
存
在
し
た
城
塞
の
数
は
、
論
者
の
推
定
に
相
違
は
あ
れ
、
少
な
く
と
り
も
一
○
、
○
○
○
を
下
回
ら

な
い
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
中
世
都
市
の
数
を
Ｋ
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ア
ー
【
・
国
号
冨
『

（
６
）

（
７
）

が
約
一
二
、
○
○
○
と
推
定
し
て
以
来
、
こ
の
数
が
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
城
塞
は
都
市
よ

り
も
遙
か
に
広
範
な
分
布
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
城
塞
の
本
格
的
な
歴
史
的
研
究
は
、
ド
イ
ツ
史

と
ド
ー
ィ
ッ
法
制
史
に
限
っ
て
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
両
国
に
お
い
て
著
し
く
未
開
拓
な
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
分
野
で
あ
る
と

一
一
旨
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
本
格
的
な
城
塞
史
研
究
の
開
始
が
漸
く
第
一
次
世
界
大
戦
後
で
あ
る

（８）｛胆）
の
と
同
時
に
そ
の
盛
行
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
る
こ
と
と
、
日
本
で
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
研
究
成
果
が
最
近
に
な
っ
て
初
め
て
紹

（
９
）

介
の
緒
に
就
い
た
と
い
う
事
情
が
明
確
に
一
不
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
と
法
制
史
学
に
お
け
る
城
塞
史
研
究
の
立
ち
遅
れ
の
背

景
と
し
て
、
｜
つ
に
は
、
城
塞
研
究
は
一
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
の
生
み
の
子
で
あ
っ
た
た
め
に
、
戦
間
期
ま
で
歴
史
的
考
察
方
法

（
皿
）

よ
り
も
建
築
学
的
美
術
史
的
考
察
方
法
が
、
圧
倒
的
優
位
に
立
っ
て
い
た
事
情
と
、
他
方
で
は
「
中
‐
世
の
政
治
は
す
ぐ
れ
て
城
塞
政

策であっ範」と一一言われるごとく、城まはへルシャフトの最奥の核心をなす故に、都市や村落と異なり総じてゲノッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
の
ロ
・
段
淵
貝
門
富
津
的
な
組
織
形
式
を
生
み
だ
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
状
況
の
中
で
、
同
時
に
、
城
塞
は
領
国
形
成
過
程
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
必

要性が一九世紀以来唱えら池、例えばヒルデスハイム冨一Ｑの農の一日司教領に関するＨⅡＷ・クレーヴイッッ国，言・
門
一
の
冨
局
や
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
ミ
且
『
耳
の
ロ
］
ウ
の
日
大
公
領
に
関
す
る
Ｈ
Ⅱ
Ｍ
・
マ
ウ
ラ
ー
国
・
‐
三
［
・
冨
目
『
の
『
等
の
重
要
な
研
究
成
果

（
Ｍ
）

が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
次
い
で
コ
ン
ス
タ
ン
ッ
中
世
史
研
究
会
【
○
口
⑫
Ｂ
ｐ
い
の
『
少
Ｈ
す
の
】
（
の
【
『
の
厨
（
色
『
昌
冒
の
一
四
一
（
の
『
一
一
ｓ
の
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トリール大司教領国における城塞と領域政莱(－）

の
①
の
８
－
ｎ
頁
の
が
ド
イ
ツ
諸
領
邦
に
関
す
る
研
究
成
果
と
し
て
公
刊
し
た
一
一
巻
の
論
文
集
『
一
四
世
紀
の
ド
イ
ツ
領
邦
国
家
』
□
の
『

』の具の。■の弓の『『】８『国一切白日一日］』・］四面『ず巨口』の『［一団』・目ｐｐｑ国一］。「◎口。。］①『］〈ごｏ『（『凹砠のロロロ句。『のｎケｐｐｍの。》国ｑ・
｛
胆
｝

湧
昌
目
ロ
メ
『
ご
）
の
中
で
、
確
か
に
領
国
形
成
過
程
に
お
け
る
城
塞
の
重
要
な
意
義
に
時
折
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
領
邦
国
制
史
に
お
け
る
城
塞
の
機
能
と
意
義
如
何
と
い
う
問
題
の
追
究
は
同
じ
コ
ン
ス
タ
ン
ッ
中
世
史
研
究
会

が
一
九
七
六
年
に
「
地
域
史
の
基
礎
の
上
に
立
つ
国
制
史
的
考
察
方
法
」
ぐ
の
『
甘
の
⑪
目
、
、
、
①
の
、
冨
、
亘
一
－
９
の
□
の
戸
日
ｎ
頁
目
、
、
三
の
一
の
①
、
具

一
ｍ
己
の
⑫
、
①
の
、
三
、
再
一
一
ｓ
の
『
。
『
目
ｓ
四
ｍ
の
に
基
づ
き
、
こ
の
問
題
を
ド
イ
ツ
の
諸
領
国
を
対
象
し
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
そ
の
研
究

蘂
を
『
ド
イ
ツ
雷
に
お
け
る
筆
ｌ
そ
の
法
制
釜
び
に
鬮
蟄
的
襄
ｌ
」
・
扇
国
巨
量
日
…
…
薑
写

田口日．凄『の円の、耳⑭‐ロロ○ぐのＨ【ロの⑫巨口、の、●の、嵐、宮一】Ｏ声の国の□の巨白ごゆ目の】一員ロロロ国》巳『③（ぐ○円〔『蝉、の口ロ』句。『の、夛巨ロ、の。
〈
川
）

因
Ｑ
・
凶
〆
）
》
ず
『
の
ｍ
・
ぐ
。
ご
国
・
勺
山
【
Ｎ
の
と
題
す
る
一
一
巻
の
論
文
集
と
し
て
公
刊
し
て
以
来
、
大
幅
に
進
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

け
だ
し
本
小
稿
が
取
り
上
げ
る
ト
リ
ー
ル
大
司
教
領
国
だ
け
に
関
し
て
も
、
そ
の
後
こ
の
論
文
集
に
触
発
さ
れ
て
、
Ｗ
Ⅱ
Ｒ
・
ベ
ル

ン
ス
ミ
．
，
閃
閃
の
日
切
の
『
ト
リ
ー
ル
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
ィ
ン
（
在
位
一
一
一
一
○
七
’
一
一
一
一
五
四
年
）
の
城
塞
政
策
と
へ
ル
シ
ャ
フ
ー
ｒ
』

団員、のゴロ○一量六二国旦四の『『のｎ画口坤Ｑｍの向日回の、ロ。【の国回国Ｐヨぐ○口、司臥①『（］単三，』韻←）（ぐ。『芹『叫晒のロロ。『○日、ゴ巨口、の己
、
。
…
目
三
ｓ
…
…
三
尾
ｇ
と
Ｉ
ポ
ト
シ
ュ
目
…
の
『
菫
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
ー
大
司
拳
イ
ー

タ
ー
．
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
の
死
亡
（
一
一
一
一
○
七
年
）
に
至
る
ま
で
の
中
世
盛
期
に
お
け
る
ト
リ
ー
ル
大
司
教
の
領
域
政
策
と
城
塞

肇
ｌ
］
言
目
…
『
…
：
昌
弓
…
…
目
旦
冒
・
目
・
冒
百
：
『
駒
…
愚
…
弓
…
劃
餌
§

ロ
〕
岸
【
の
一
四
一
〔
円
亘
⑩
い
ロ
『
ロ
日
。
□
□
］
の
〔
の
『
の
ぐ
ｏ
ｐ
ｚ
ｍ
⑪
の
四
口
（
屋
ミ
）
（
Ｐ
ｍ
ｐ
Ｑ
の
の
丙
ｐ
ｐ
ｑ
一
一
ｎ
ヶ
の
シ
号
の
一
厨
、
、
曰
の
ご
ｍ
９
口
｛
〔
』
日

「
〃
｝

幻
の
、
】
の
『
目
、
、
‐
ず
の
国
鳥
丙
・
ワ
］
の
。
Ｎ
》
因
Ｑ
・
］
い
）
ｅ
一
ｍ
の
・
国
・
目
』
勇
『
）
》
］
＠
＄
と
い
う
一
一
つ
の
著
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

本
小
稿
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
界
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
動
向
に
刺
激
さ
れ
つ
つ
、
他
方
で
日
本
で
の
城
塞
史
研
究
が
未
だ
開
始
の

緒
に
就
い
て
日
が
浅
い
と
い
う
状
況
に
鑑
み
、
中
世
後
期
（
一
一
一
五
○
’
’
五
○
○
年
）
に
つ
い
て
、
城
塞
の
国
制
史
的
法
制
史
的
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意
義
を
一
四
世
紀
前
期
ト
リ
ー
ル
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
国
口
巨
口
ご
く
・
ご
Ｐ
［
貝
の
白
ウ
日
、
の
治
世
（
一
一
一
一
○
七
’
一
一
一
一
五
四
年
）
に

限
定
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
先
ず
同
大
司
教
が
領
域
政
策
の
一
環
と
し
て
貴
族
城
塞
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ブ

ル
ク
の
９
日
己
昏
巨
『
、
を
独
得
す
る
た
め
に
遂
行
し
た
一
一
一
次
に
及
ぶ
フ
ェ
ー
デ
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ブ
ル
ガ
ー
・
フ
ェ
ー
デ
の
９
日
冒
す
日
‐

、
の
『
句
の
豆
の
）
の
経
過
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
領
域
政
策
の
中
で
城
塞
が
い
か
な
る
国
制
史
的
法
制
史
的
役
割
を
減
じ
た
の
か
を

考
察
し
た
い
。
そ
の
過
程
で
、
我
々
は
同
時
に
「
城
塞
と
そ
の
周
辺
領
域
」
、
つ
ま
り
、
「
城
塞
区
」
団
員
、
す
の
凶
『
丙
》
【
閉
庁
の
］
］
目
の
一
の

存
在
如
何
と
い
う
問
題
に
特
別
の
考
慮
を
払
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
は
幾
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
、
城
塞
区
は
城

、
、

塞
の
周
辺
領
域
を
な
す
が
故
に
、
同
じ
領
域
権
力
た
る
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
生
成
と
発
展
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
、
城
塞

区
の
分
析
は
不
可
避
の
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
城
塞
区
の
分
析
を
通
じ
て
初
め
て
、
よ
り
充
分
に
ラ
ン
デ
ス

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
生
成
と
発
展
を
把
握
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
一
に
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
に
お
い
て

従
来
、
確
か
に
カ
ー
ロ
リ
ン
グ
時
代
以
後
裁
判
・
租
税
制
度
・
国
境
防
衛
・
教
会
組
織
の
》
）
と
き
国
家
的
目
的
の
た
め
に
作
り
出
さ

〈
旧
〉

れ
た
城
塞
組
織
と
い
う
広
義
の
城
塞
区
は
比
較
的
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
管
見
の
範
囲
で
は
、

、
、
９
℃
、
、

城
塞
の
直
接
の
周
辺
領
域
と
い
う
狭
義
に
お
け
る
城
塞
区
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
中
間
地
帯
に
位
置
す
る
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

卜
・
フ
ラ
ン
ド
ル
の
日
帛
円
冨
博
司
一
四
ａ
の
『
ロ
に
関
す
る
研
究
を
除
け
ば
、
ド
イ
ツ
の
古
定
住
地
匿
扇
一
の
□
の
一
一
目
。
に
つ
い
て
本
格
的
な

研
究
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
存
在
自
体
さ
え
も
史
料
に
則
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

（
Ⅲ
）

と
い
う
事
情
が
あ
る
。
最
近
の
事
典
た
る
『
ド
イ
ツ
法
制
史
事
典
』
困
四
且
ョ
。
『
（
の
Ｓ
ｐ
ｎ
可
目
『
□
の
具
⑩
、
け
の
口
内
の
、
耳
⑪
、
の
⑪
、
嵐
、
耳
の
》
閂
・

【
［
国
四
員
］
や
『
］
［
【
・
に
城
塞
区
を
意
味
す
る
国
日
召
§
『
穴
》
園
の
〔
の
一
一
四
．
囚
の
見
出
し
語
が
そ
も
そ
も
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら

ず
、
『
中
世
事
典
』
Ｐ
の
×
房
。
。
□
の
⑩
冨
買
の
一
四
一
【
の
［
ｍ
》
閂
｛
｛
・
》
］
湯
◎
廟
・
の
「
城
塞
」
団
日
、
の
項
目
で
フ
ラ
ン
ド
ル
、
北
イ
タ
リ
ア
、
フ

ラ
ン
ス
の
各
地
域
に
城
塞
区
な
い
し
シ
ャ
テ
ル
ニ
Ｉ
ｎ
ｇ
〔
の
］
］
の
ロ
一
ｍ
（
城
主
支
配
領
域
）
が
存
在
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

（
即
〉

て
、
ド
イ
ツ
の
古
定
住
地
に
つ
い
て
は
そ
の
記
述
が
全
く
見
当
た
ら
な
い
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に

5６
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トリール大司教領国における城塞と領域政策(－）

つ
い
て
、
Ｍ
・
シ
ャ
ー
プ
冒
・
の
ｎ
ｇ
ｇ
も
ま
た
上
部
ラ
イ
ン
○
ヶ
の
円
昌
の
】
ロ
領
域
に
関
す
る
論
文
の
冒
頭
で
、
い
み
じ
く
も
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
他
方
、
従
来
の
城
塞
に
関
す
る
文
献
で
の
研
究
は
外
な
ら
ぬ
城
塞
の
領
域
的
諸
関
連
と
な
る
と
い
よ

、
、
、
、
■
、
、
、
、

い
よ
も
っ
て
考
察
の
隅
に
置
か
れ
て
い
る
一
」
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
城
塞
の
領
域
的
諸
関
連
が
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
も
、
関

（
Ⅲ
）

心
は
著
し
く
軍
事
技
術
的
な
観
点
に
及
ん
で
い
る
」
（
傍
点
Ⅱ
筆
者
）
と
。
日
本
で
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
、
野
崎
直
治
氏
が
唯
一
「
裁

判
管
轄
区
は
城
塞
所
属
地
と
合
致
し
、
一
一
一
世
紀
以
降
古
典
荘
園
制
の
崩
壊
の
の
ち
城
塞
は
裁
判
領
主
制
の
中
枢
で
あ
っ
た
。
裁
判

領
主
制
は
フ
ラ
ン
ス
の
バ
ン
領
、
王
制
〔
Ⅱ
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
権
力
〕
に
相
当
す
る
一
円
的
領
域
支
配
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
城
塞
の

（
狸
）

領
域
的
関
連
を
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
啓
蒙
書
と
い
う
性
格
の
た
め
に
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

指
摘
に
は
史
料
の
基
礎
が
欠
け
て
い
る
。
さ
ら
に
山
田
欣
吾
氏
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
領
主
制
に
関
す
る
研
究
の
中
て
「
バ
ン
領
域
内

に
所
領
を
も
つ
多
く
の
壷
領
主
の
う
ち
か
ら
あ
る
一
人
の
領
王
ｌ
篝
は
最
大
の
土
地
を
も
つ
ｌ
を
し
て
当
該
領
域
全

体
の
裁
判
領
主
た
る
べ
き
要
素
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
の
バ
ン
領
域
に
お
い
て
他
の
土
地
領
主
た
ち
に
ぬ
き
ん
で
た
集
中
的
所
領
と

権
力
的
地
位
と
を
同
時
に
保
証
し
う
る
よ
う
な
実
態
的
基
礎
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
問
題
を
提
出
し
、
氏
は
「
そ
う
し
た
も
の

と
し
て
は
、
中
世
に
お
け
る
「
Ｐ
ロ
ロ
ュ
ロ
且
Ｐ
の
貝
の
の
組
織
の
細
胞
核
」
…
…
と
し
て
の
、
日
、
（
城
郭
）
以
外
に
あ
り
え
な
か
っ
た

（
羽
）

と
考
え
」
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
氏
は
城
塞
を
裁
判
領
、
王
の
パ
ン
領
域
を
支
え
る
不
可
欠
の
実
態
的
基
礎
と
し
て
把
握

す
る
こ
と
に
よ
り
、
城
塞
の
領
域
的
関
連
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
城
塞
区
の

関
連
を
独
自
の
問
題
と
し
て
追
究
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

城
塞
区
に
特
別
の
注
意
を
向
け
る
理
由
と
し
て
最
後
に
、
城
塞
区
の
検
討
が
封
建
制
社
会
の
理
論
的
把
握
を
繰
る
グ
ル
ン
ト
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
細
胞
論
と
シ
ャ
テ
ル
ー
ー
ー
細
胞
論
の
対
決
と
い
う
戦
後
日
本
の
歴
史
学
界
の
重
要
な
論
争
問
題
の
解
決
の
端
緒
に
な
り

う
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
細
説
す
る
な
ら
ば
故
世
良
晃
志
郎
教
授
（
以
下
世
良
教
授
と
略
称
）
は
領
主
直
営
地
を
具
え
た
古
典

的グルントヘルシャフト三口出、ＳのＱ目島の園、宮津（またはヴィリカッィオーン制ぐ一一一一汚呂・口のぐの『［四ｍの自侭）が
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（
別
〉

九
世
紀
か
ら
一
一
一
一
世
紀
ま
で
の
封
建
制
社
会
の
基
底
を
な
す
細
胞
で
あ
る
と
、
王
張
さ
れ
た
。
こ
の
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

細
胞
論
に
対
し
て
、
バ
ン
領
主
権
国
四
目
ゴ
の
ｑ
⑪
、
冨
沖
な
い
し
裁
判
支
配
権
の
野
】
、
耳
⑪
ゴ
の
Ｈ
Ｈ
ｍ
ｎ
富
津
を
も
っ
て
細
胞
と
す
べ
き
で
あ

（
顕
｝

る
と
い
う
批
判
が
展
開
さ
れ
る
と
同
時
に
、
特
に
木
村
尚
｜
二
郎
氏
と
井
上
泰
男
氏
に
よ
っ
て
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
で
は

（
妬
）

な
く
シ
ャ
ー
ア
ル
ニ
ー
こ
そ
が
封
建
社
会
の
細
胞
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
積
極
的
か
つ
具
体
的
に
主
張
さ
れ
た
。
両
氏
の
批
判
に
対
し

て
、
世
良
教
授
は
「
〔
封
建
制
社
会
〕
第
二
期
〔
一
一
世
紀
’
一
三
世
紀
〕
に
つ
い
て
の
考
察
は
従
来
の
私
の
橘
想
に
欠
け
て
い
た
」

こ
と
を
認
め
ら
れ
つ
つ
、
「
古
典
荘
園
が
「
歴
史
的
に
本
来
的
を
基
底
で
あ
る
」
と
い
う
条
件
」
を
付
し
た
上
で
「
第
一
期
〔
九
・
一

○
世
紀
〕
封
建
社
会
の
細
胞
は
や
は
り
古
典
荘
園
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
、
菌
斤
の
一
一
の
己
の
は
第
二
期
封
建
社
会
の
細
胞
と
し
て
措
定
し

｛
”
）

う
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
反
批
判
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
世
良
教
授
は
留
保
付
き
な
が
ら
も
、
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
が
第
一
一
期
封
建
社
会
の
基

礎
を
な
す
こ
と
を
理
論
的
に
承
認
さ
れ
た
。
他
方
で
、
木
村
氏
と
井
上
氏
も
そ
の
後
見
解
を
修
正
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
先
ず
木
村
氏
は
九
・
一
○
世
紀
の
古
典
荘
園
制
を
基
礎
と
す
る
第
一
期
封
建
制
、
一
一
・
一
二
世
紀
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を

基
礎
と
す
る
第
二
期
封
建
制
、
一
一
一
一
世
紀
に
お
け
る
国
家
秩
序
形
成
的
な
第
三
期
封
建
制
を
区
分
し
、
九
・
一
○
世
紀
を
古
典
的
グ

（
配
）

ル
ン
ト
ヘ
ル
、
ン
ヤ
フ
ト
を
基
礎
す
る
封
建
社
会
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
井
上
氏
は
古
典
荘
園
制
の
過
大
評
価
に
疑
義
を

（
湖
）

表
明
し
つ
つ
、
他
方
で
シ
ャ
ー
ア
ル
ニ
ー
が
一
○
世
紀
と
一
一
世
紀
初
頭
の
混
迷
期
に
お
け
る
古
典
荘
園
制
の
解
体
の
結
果
新
た
な
領

（
弧
〉

主
権
力
（
バ
ン
領
主
権
）
と
し
て
成
立
し
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
井
上
氏
は
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
、
ン
ヤ
フ
ト
が
第

一
期
封
建
社
会
の
基
礎
と
ま
で
は
言
わ
な
い
と
し
て
も
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
の
重
要
な
機
成
要
素
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
封
建
制
社
会
の
構
造
を
緯
る
こ
の
論
争
は
一
応
収
束
し
た
か
の
ご
と
き
観
を
呈
す
る
が
、
し
か
し
世
良
教
授
は

さ
ら
に
「
、
颪
扁
一
］
の
己
の
の
問
題
が
最
終
的
に
解
決
さ
れ
る
た
め
に
は
、
な
お
い
く
つ
か
の
予
備
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
」
と
同
時
に
、

こ
の
予
備
的
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
颪
什
の
一
一
の
己
の
に
該
当
す
る
よ
う
な
段
階
を
想
定
し
う
る
か
ど
う
か
と

ｊ
う
泊
刈
罰
一
下
上
か
り
一
、
「
プ
ル
ク
管
区
（
切
口
『
§
の
凶
１
〈
）
…
…
を
、
厨
庁
の
二
の
ａ
①
と
同
質
的
な
も
の
と
み
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
、

5８



トリール大司教領国における城塞と領域政策(一）

狐
｝

ユ
ー
ュ
だ
ほ
と
ん
ど
具
体
的
な
解
明
を
見
て
い
な
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
の

城
塞
区
の
究
明
は
、
封
建
制
社
会
の
細
胞
を
巡
る
論
争
と
の
関
連
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
の
異
同
如
何
と
い
う
問
題
性

を
孕
む
課
題
の
解
決
に
寄
与
す
る
故
に
、
著
し
く
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
も
の
と
一
一
一
一
口
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、

城
塞
区
の
究
明
は
城
塞
な
い
し
城
塞
区
を
「
中
世
に
お
け
る
豪
族
支
配
体
制
シ
ロ
の
」
：
の
［
【
、
、
冨
沖
の
一
般
的
基
礎
で
あ
る
と
と
も

（
犯
〉

に
、
後
年
の
一
フ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
萌
芽
で
」
あ
る
と
促
え
る
故
堀
米
庸
一
一
一
教
授
の
見
解
や
、
城
塞
を
「
周
辺
地
域
住
民
の
全

く
新
た
な
政
治
的
結
集
の
核
」
、
「
諸
侯
の
よ
り
広
い
政
治
的
支
配
〔
Ⅱ
自
立
的
・
実
力
的
領
域
支
配
権
力
〕
へ
の
拠
点
」
と
捉
え
る

（
羽
）

山
田
氏
の
見
解
を
９
℃
考
慮
す
る
時
、
益
々
一
層
必
要
な
９
□
の
と
な
っ
て
く
る
。
な
お
因
み
に
、
上
記
の
野
崎
氏
と
山
田
氏
の
指
摘
は

フ
ラ
ン
ス
史
学
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
理
論
を
背
景
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、
早
速
本
題
に
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。

（
５
）
野
崎
直
治
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
鑓
鑿
研
究
の
現
状
と
課
題
」
、
『
歴
史
と
地
理
』
、
’
一
一
七
五
号
、
一
九
八
六
年
、
四
頁
下
段
後
に
、
同
『
ド
イ

ツ
中
世
社
会
史
の
研
究
』
、
一
九
九
五
年
、
所
収
、
一
九
七
頁
、
同
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
城
』
、
一
九
八
九
年
（
中
公
新
瞥
）
、
一
一
一
一
一
一
頁
、
同
『
ヨ
ー

（
４
）
西
・
尻
目
の
日
］
自
口
・
冨
呂
の
、
彦
目
Ｑ
切
目
、
（
ご
巾
ａ
篇
ロ
ー
一
ｎ
宮
。
、
□
の
『
の
①
、
の
一
一
ｍ
、
宮
（
【
旨
『
可
『
晋
冨
⑪
ｎ
ゴ
の
●
の
、
。
三
ｎ
耳
の
幻
の
一
ヶ
の
貝
届
、
）
》
ご
負

の
』
巴
一
浬
・
富
ご
ｏ
ヨ
シ
具
⑩
の
⑪
、
》
ロ
ロ
閃
の
己
》
］
や
『
○
叩
・
患
．
Ｈ
・
プ
レ
テ
ィ
ヒ
ァ
箸
、
平
尾
浩
一
一
一
訳
『
中
世
へ
の
旅
騎
士
と
城
』
、
一
九
八
二
年
、

（
２
）
四
・
ｍ
囚
冨
ｐ
因
巨
Ｈ
ｍ
の
ロ

の
ロ
ｎ
ｍ
ｎ
壷
『
ｕ
ｐ
ｐ
〕
》
の
，
《
《
浜

（
３
）
○
円
一
一
一
ヨ
ロ
ロ
ロ
．
旧
の
邑

『》向ご］の一【ニコ函已の’一一一一・

（
１
）
富
の
旨
『
且
、
、
菌
四
戸
（
い
の
。
、
日
ロ
三
⑪
、
冨
国
の
日
の
。
〔
の
。
、
『
ョ
言
の
一
四
一
［
、
『
一
一
、
汀
の
三
ｍ
こ
『
ぬ
の
ゴ
く
の
臥
囚
の
切
目
、
己
山
、
す
○
ず
の
『
『
声
の
ご
厨
ｎ
コ
の
ご
］
ｗ
の
】
⑩
ロ
の
］
の
二
・
旨

⑪
四
四
口
の
勺
四
厨
の
（
因
Ｈ
ｍ
ｍ
・
）
一
己
『
の
■
巨
旧
の
ロ
日
白
鳥
日
⑰
ｎ
冨
回
、
Ｃ
『
■
ｎ
す
『
四
口
日
・
房
門
の
円
の
、
言
⑪
‐
■
口
旦
ぐ
の
臥
回
、
、
回
。
、
⑪
、
の
⑫
ｎ
亘
ｎ
頁
一
一
、
ゴ
の
ロ
の
。
①
呉
目
、

（
ぐ
◎
耳
風
、
の
巨
回
旦
司
ｏ
Ｈ
ｍ
ｎ
ｐ
回
口
、
の
Ｐ
胃
⑩
ｍ
・
ぐ
。
目
尻
Ｃ
ｐ
ｍ
ａ
ｐ
㈱
の
『
し
『
ず
の
芹
⑩
丙
『
の
一
ｍ
旨
『
目
鼻
［
の
一
口
一
庁
の
『
一
】
ｎ
ケ
の
（
甲
①
の
、
宮
、
胃
の
》
国
』
・
×
閂
×
）
自
弓
の
二
畠
》
】
召
の
》

六

頁

の
。
』
＠

ｎ
．
弓
一
一
一
ヨ
ロ
ロ
ロ
．
旧
の
邑
戸
Ｃ
ｐ
Ｑ
の
円
旦
の
臣
［
ｍ
ｎ
ｐ
ｍ
ｐ
国
巨
【
、
の
ロ
Ｅ
ｐ
ｐ
ｍ
ｎ
三
＠
ｍ
の
の
【
》
、
。
．

四
・
ｍ
囚
［
い
の
》
因
巨
凋
の
ロ
ヨ
ぐ
の
風
口
、
の
巨
口
ｍ
Ｐ
ｐ
ｇ
幻
の
ｎ
頁
□
の
の
□
の
具
⑩
９
の
ロ
、
ロ
『
口
、
冒
四
Ｅ
ｐ
の
⑩
》
旨
い
□
の
『
Ｐ
｛
国
風
、
．
｝
】
ロ
】
の
国
巨
『
ぬ
の
。
】
ョ
。
①
巨
厨
、
茸
、
。

旨
（
】
＠
ｍ
ｍ
）
］
臣
（
】
垣
、
や
）
ご
ｍ
ｅ
・
ヨ
（
閂
⑪
①
つ
）
言
国
已
』
ご
｛
］
や
、
］
）
一
三
の
『
国
９

5９




















































































































